
管理所周辺・下流広場等で発見された”忘れ

物・落とし物”について、日吉ダム管理所にて

一定期間保管していましたが、保管期限を令和

3年3月31日までとさせていただきます。

期限を過ぎましたら、処分させていただきます

のでお心当たりのある方は、日吉ダム管理所ま

でご連絡ください。

独立行政法人水資源機構 日吉ダム管理所

☎０７７１－７２－０１７１


